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「おかやま☆フクシ・カイゴ職場 すまいる宣言」とは

●宣言制度の効果

　　［学生・求職者］

　　［事業所］

　　［事業所の職員］

●宣言事業所（本制度の対象となる事業所）

●岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会ホームページ

　　福祉・介護の仕事★情報発信『おかやまフクシ・カイゴWEB』で情報発信を行います。

　　https://www.okayama-fukushikaigo.jp/

Ⅰ 「おかやま☆フクシ・カイゴ職場 すまいる宣言」について

「おかやま☆フクシ・カイゴ職場すまいる宣言」は、自ら人材育成や就業環境の改善など、働きやすい

職場環境づくりに積極的に取り組み、一定の基準を満たした福祉・介護事業所の宣言内容について、

岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会において確認し、宣言事業所として登録する制度です。

そして、確認した内容を公表（見える化）することで、事業所の切磋琢磨を促し、福祉・介護業界

全体のレベルアップ、福祉・介護職員の定着、求職者に選んでもらえる職場づくりの推進を目的として

います。

次の各項目のすべてに該当する法人が有する事業所が、宣言できます。

● 県内に法人本部があり、福祉・介護職員が従事する施設・事業所を有する法人であること。

ただし、全国展開する法人で県外に法人本部がある場合は、岡山県福祉・介護人材確保対策

推進協議会が認めた場合に限ります。

● 社会福祉法人岡山県社会福祉協議会が実施する「無料職業紹介事業」の求人検索サイト「福

祉のお仕事」へ登録をしている法人であること。

●事業の実施に係る関係法令に違反している法人でないこと。

・求人票だけではわからない、各事業所の人材育成、キャリアパス、給与体系、職場環境など

の情報を確認することができ、事業所を選ぶ際の参考となります。

・「より進んだ取組・モデル的な取組」など、事業所独自の取組も確認することができます。

・事業所で働く職員からのメッセージや、職場の雰囲気がわかる写真等も掲載されているので、

どのような職場なのかイメージができ、自分に合った職場選びの参考になります。

本事業は、岡山県実施事業であり、福祉・介護の関係団体で構成される「岡山県福祉・介護

人材確保対策推進協議会」が宣言事業所の取組を確認し、公表（見える化）することで、次の

効果が期待できます。

・宣言事業所としてアピールすることができ、職員の採用が有利になります。

・職場環境の整備・改善が図られ、人材定着につながります。

・他の事業所の「より進んだ取組・モデル的な取組事例」を知ることができ、自事業所の新たな

取組の参考になります。

・安心して働き続けることのできる職場になります。

・職員自らが「宣言事業所」であることの誇りを持ち、モチベーションの向上につながります。



●宣言事業所のメリット

●宣言事業所マーク

③関係団体への積極的ＰＲ

○介護福祉士養成校や高校へ、「宣言事業所」であることを積極

的にPRします。

○また、ハローワークへも情報提供を行います。

④宣言事業所マークの付与

○宣言事業所が自由にＰＲできるよう、宣言事業所マークを付

与します。

○また、宣言事業所マークの普及にも努めます。

項　　目 協議会（岡山県）の取組

①ホームページでの公表

○「おかやまフクシ・カイゴWEB」において、宣言事業所として自ら

就業環境の改善等に取り組んでいる内容を広く公表し、県民や学

生、求職者等に伝えます。

②就職フェア等への優先的参加

　　（宣言事業所としてのPR）

○岡山県社会福祉協議会（福祉人材センター）が開催する

「福祉の就職総合フェア」への参加（ブース出展）を優先的に行

います。

○また、フェアにおいては、求職者へ、「宣言事業所」であることを積

極的にPRします。

事業所のホームページや名刺・パンフレットなどで宣言事業所マークによるPRを行うことができます。

また、宣言事業所の要件として、満たすことが必須とされる項目に加え、より進んだ取組・モデル的な取

組（P4～P5の◆の取組）を行っている宣言事業所は、次のとおり★の数で「見える化」します。

① 必須項目をすべて満たしている ・・・・・・・・・・・・・★ （一つ星宣言事業所）

② ①に加え、

１区分でより進んだ取組・モデル的な取組を行っている･･･★★ （二つ星宣言事業所）

２区分でより進んだ取組・モデル的な取組を行っている･･･★★★ （三つ星宣言事業所）

３区分でより進んだ取組・モデル的な取組を行っている･･･★★★★ （四つ星宣言事業所）

４区分でより進んだ取組・モデル的な取組を行っている･･･★★★★★ (五つ星宣言事業所）

※「より進んだ取組・モデル的な取組」は、その区分で最低一つ以上取り組んでいれば基準をクリアした

ものと認められます。

※



区分 評　価　項　目 宣　　言　　基　　準　 認　定　基　準

１　法人理念・運営方針 ①法人理念・運営方針が職場内で共有されている 必　須

②法人理念・運営方針を人材募集関係資料（パンフレット

やホームページ等）に明記している
必　須

２　新規採用職員の育成 ①新規採用職員の育成計画を策定している 必　須

②新規採用職員の育成計画を職員に周知している 必　須

③新規採用職員の育成計画を人材募集関係資料（パンフ

レットやホームページ等）に明記している
必　須

④新規採用職員を対象とした研修を育成計画に沿って実施

している
必　須

⑤ＯＪＴ指導者又はプリセプター等を設置し、職員に公表し

ている
必　須

⑥ＯＪＴ指導者又はプリセプター等に対する研修を実施して

いる
必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

３　離職率

①正規職員の直近３カ年の離職率が、全国平均（介護労

働実態調査）以下である（特殊事情がある場合はヒアリング

の上判断）

必　須

４　キャリアパス制度の導入①キャリアパス制度を導入している 必　須

②キャリアパス制度を職員に説明（公表）している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

５　人材育成計画の策定
①キャリアに応じた人材育成計画（資質向上、資格取得支

援、評価制度）を策定し、職員に周知している
必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

６　資質向上研修の実施 ①人材育成計画に沿った資質向上研修を実施している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

7　資格取得に対する支援 ①人材育成計画に沿った資格取得支援を実施している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

①人材育成計画に沿った面談（年１回以上）を実施して

いる
必　須

②人材育成計画に沿った評価（年１回以上）を実施して

いる
必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目
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Ⅱ 宣言の評価項目及び宣言基準（認定基準）



区分 評　価　項　目 宣　　言　　基　　準　 認　定　基　準

９　給与体系又は給料表の導入①基準をもった給与体系が導入され、職員に周知している 必　須

②基準をもった給与体系が適正に運用されている 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

10　職場環境・多様な働き方の改善◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

①休暇取得促進や労働時間短縮のための職場会議（検討

会議）を開催している
必　須

②休暇取得促進や労働時間短縮の取組を実施している 必　須

③休暇取得促進や労働時間短縮のための取組内容を職員

に周知し、活用を促進している
必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

12　職員の福利厚生制度 ◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

①育児・介護を両立させるための具体的な取組がある（育

児休暇、看護休暇、介護休暇、子育て休暇など）
必　須

②育児・介護を両立させるための取組を実施し、管理している必　須

③育児・介護を両立させるための取組を職員に周知している必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

14　健康管理に関する取組
①健康管理に関する職場会議（検討会議）を開催してい

る
必　須

②健康管理に関する取組を実施し、管理している 必　須

③健康管理に関する取組を職員に周知している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

15　地域交流事業の取組 ①地域や学校等との交流事業を実施している 必　須

②施設見学、ボランティア受入、職場体験、実習等の受入を

行っている
必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

16　地域貢献・地域公益活動の取組◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

他

認

証
17　他制度での認証・認定状況

①第三者評価の受審ほか、他制度での認証・認定を受けて

いる
評価・PR項目

18　関係法令の遵守 ①関係法令を遵守することを誓約している 必　須

②行政指導監査等における指摘事項等（過去３年間、口

頭指導は除く）がない、又は改善の取組を実施している
必　須
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様式第３号

■法人名

■代表者名

■本部所在地

■本部ＴＥＬ

■本部ＦＡＸ

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ

■職員数 ◇正規職員 175 人 ■正職員に関する情報

　　　施設長等 6 人 　　▶職員の構成 男性： 55 人

　　　介護職員 25 人 女性： 120 人

　　　介護福祉士 75 人 10～20代： 35 人

　　　介護支援専門員 7 人 30～40代： 93 人

　　　社会福祉士 20 人 50代以上： 47 人

　　　看護師・保健師 10 人

　　　栄養士・管理栄養士 7 人 　　▶平均勤続年数（H30年度末）

　　　その他専門職 15 人 　

　　　事務職 10 人

◇非正規職員 78 人

■宣言登録番号社会福祉法人　おかやま会

Ḩ ꜠
̝ ˲ ̝ ͪβ ӣ Ḩ ֗ ὡЃ ὄⱲ ᷂Ḣ ̝ ὕ

꜠ ὕ ѫ ὕ ᶫ ֝ ᵣ ˗
ᵣ
ѫ ˲ Ẏў
Џ ʺ ᵣ ҟ
ѫ ♅ ͑ ҟ
ѫ ᴣ ᾍ ḹ

ὡ ̸ ῎ῇ⁸ӔӢКῇʤ 086-123-4571

ὡ Њ ὡ ῎ῇ⁸ӔӢКῇʤ 086-123-4569

ὡ ̸ ῎ῇ⁸ӔӢКῇʤ 086-123-4570

Њ ѩ ˲ ῎ῇ⁸ӔӢКῇʤ 086-123-4567

Њ ѩ ˲ ῎ῇ⁸ӔӢКῇʤ 086-123-4568

http://okayama.abcd.jp

6年7ヶ月

種別 施設・事業所名 住所 電話番号

̝ ˲ ̝

˗ ῎ῇ Ẑ

῎ῇ⁸ӔӢКῇʤ

086-123-4567

086-123-4577

法人理念・運営方針

施設・事業所情報

ӃԀ͒ӗ

Ⅲ 宣言事業所公表内容イメージ



･･･より進んだ取組・モデル的な取組事例（★印で記載）

■ 育 成 体 制

　平成28年度 26 人　　　　うち、H31.4.1現在在籍者 20 人

　平成29年度 33 人　　　　うち、H31.4.1現在在籍者 28 人

　平成30年度 16 人　　　　うち、H31.4.1現在在籍者 16 人

■ 採 用 率
16.5 ₴₳᷈

■ 離 職 率
10.7 ₴₳᷈

■ 採 用 方 針

■ 求 める人 物 像

■ 採 用 実 績
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法人からのメッセージ

先輩職員からのメッセージ

新規採用職員の育成体制
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■キャリアパス制度

●アセッサー数 6 人 ●キャリア段位認定者 2 人

●その他有資格者

■ 人 材 育 成 計 画

■ 資 質 向 上 研 修

■ 資 格 取 得 支 援

■面談・評価制度

■給与体系の特徴

●大卒初任給月給 円（個別手当等含まず）

●賞　与　月　額 ヶ月

●10年後のモデル賃金 円（個別手当等を含まず）

■ 採 用 情 報

238,600
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キャリアパスと人材育成

給 与 体 系



■職場環境・多様な

　 働き方の改善

●年間休日数 108 日 ●年休取得率 92.1 ％

●主な休暇制度

●休暇制度の特色

■職員の福利厚生

●育児休業制度 あり

男　性 0 人

女　性 23 人

■ 育 児 ・介 護 を

両 立 できる取組

■健康管理の取組

■地域交流事業の取組
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■地域貢献・地域公益

　 活動の取組
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■ 休 暇 制 度

■ 育 児 休 業 関 係

■ 取 組 状 況
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　■給与体系
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●育児休業取得者数

　（過去3年間）

休暇制度・福利厚生

地域交流・地域貢献の取組

職場環境・多様な働き方

他制度での認証・認定状況



１　事前準備

　○「福祉のお仕事」求人検索サイトへの事業所登録をお願いします。

　　　◇既に登録済みの法人については、登録不要です。

　　　　https://www.fukushi-work.jp/

　○宣言基準を満たしていることを確認してください。

　　　◇４頁～５頁及び宣言基準チェックリスト（様式第２号：別添）を参考に、基準を

　　　　満たしていることを確認してください。

２　必要書類の準備・作成

　○申請に必要となる資料を準備してください。

　　　　◇申請時に提出が必要となる書類を確認のうえ、ご準備ください。

　　　　◇様式を定めているものについては、協議会ＨＰからダウンロードしてください。

　○「宣言事業所ＨＰ公表内容記入シート（様式第３号：別添）」を作成

　　してください。

　　　　◇様式は協議会ＨＰからダウンロードしてください。

　　　　◇６頁～９頁を参考に、公表内容を記載し、画像も貼り付けてください。

３　必要書類の提出

　○協議会（事務局：県社会福祉協議会）あて必要書類を送付（郵送

　　及びメール送信）してください。

　　　　◇提出書類については、１１頁で確認してください。

　　　　◇「宣言事業所HP公表内容記入シート」については、印刷したものを添付すると

           ともに、データをメールで下記アドレスまで提出してください。

　　　　　E-mailアドレス：jinzaicenter@fukushiokayama.or.jp

４　書類確認／現地確認／審査会　　（協議会が行います）

　○協議会事務局にて書類確認を行った後、現地確認を行います。

　　　  ◇現地確認の時には、対応をお願いします。

　　　　◇現地確認日については、協議会事務局から日程調整の連絡をします。

　　　　◇現地確認当日は、現地確認する関係書類の準備をお願いします。

　○審査会を開き、宣言事業所の登録を決定します。

５　宣言内容の登録・公表(見える化）　（協議会が行います）

　○協議会HP（おかやまフクシ・カイゴWEB）にて、公表します。

　　　◇「宣言事業所ＨＰ公表内容記入シート」の内容をHP上に掲載します。

       ◇岡山県HP、県社協HP等でもリンクを張り、広く一般県民に公表します。

　○事業所に対し、登録証を交付します。

６　更　　新

　○３年毎に更新申請を行ってください（宣言の有効期間は３年です）。

　　　◇有効期間内でも、必要に応じて変更届や辞退届の提出をすることが可能です。

※協議会･･･岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会

【申請準備】

【登録申請】

【書類確認】

【現地確認】

【審 査 会】

【登録/公表】

【継続的取組】

Ⅳ 申請から宣言登録・公表までの流れについて



申請時に提出が必要な書類及び添付書類は次のとおりです。

No. ※確認に必要な区分

1 　■提出書類確認表

2 　■「おかやま☆フクシ・カイゴ職場 すまいる宣言」登録申請書(様式第１号)

3 　■宣言基準チェックリスト（様式第２号）

4 　■宣言事業所HP公表内容記入シート（様式第３号）

5 　■関係法令を遵守する旨の誓約書（様式第４号）

6 　■必要事項申告書（様式第５号）及び添付書類

7 　◆人材募集関係資料（パンフレット等） 【基本項目】で確認

8 　◇新規採用職員育成計画書
【新規採用職員の育成体制】

で確認

9 　◇キャリアパス（規程等）
【キャリアパスと人材育成】で確

認

10 　◇人材育成計画書
【キャリアパスと人材育成】で確

認

11 　◇特色のある研修の要項等
【キャリアパスと人材育成】で確

認

12 　◇給与規程（給料表含む） 【給与体系・職場環境】で確認

13 　◇就業規則 【給与体系・職場環境】で確認

14 　◇福利厚生規程 【給与体系・職場環境】で確認

15 　◇育児・介護を両立できる取組の制度概要のわかるもの 【給与体系・職場環境】で確認

16 　◇健康管理規程 【給与体系・職場環境】で確認

17 【他認証】で確認

■・・・指定の様式により作成してください。

◆・・・事業所等で作成しているパンフレット等（現物）を提出してください。

◇・・・事業所等で作成している資料の写し（コピー）を提出してください。

※・・・認証・認定を受けている場合、証書の写し（コピー）を提出してください。

　※第三者評価受審証明書（写）

　※他制度での認証・認定書（写）

提出書類・資料

Ⅴ 申請に必要な書類
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別　表

区分 評価項目 宣　　言　　基　　準　 認定基準

１　法人理念・運営方針 ①法人理念・運営方針が職場内で共有されている 必　須

②法人理念・運営方針を人材募集関係資料（パンフレットやホームページ等）に明記している必　須

２　新規採用職員の育成 ①新規採用職員の育成計画を策定している 必　須

②新規採用職員の育成計画を職員に周知している 必　須

③新規採用職員の育成計画を人材募集関係資料（パンフレットやホームページ等）に明記している必　須

④新規採用職員を対象とした研修を育成計画に沿って実施している 必　須

⑤ＯＪＴ指導者又はプリセプター等を設置し、職員に公表している 必　須

⑥ＯＪＴ指導者又はプリセプター等に対する研修を実施している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

３　離職率
①正規職員の直近３カ年の離職率が、全国平均（介護労働実態調査）以下である

（特殊事情がある場合はヒアリングの上判断）
必　須

４　キャリアパス制度の導入 ①キャリアパス制度を導入している 必　須

②キャリアパス制度を職員に説明（公表）している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

５　人材育成計画の策定 ①キャリアに応じた人材育成計画（資質向上、資格取得支援、評価制度）を策定し、職員に周知している必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

６　資質向上研修の実施 ①人材育成計画に沿った資質向上研修を実施している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

7　資格取得に対する支援 ①人材育成計画に沿った資格取得支援を実施している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

①人材育成計画に沿った面談（年１回以上）を実施している 必　須

②人材育成計画に沿った評価（年１回以上）を実施している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

９　給与体系又は給料表の導入 ①基準をもった給与体系が導入され、職員に周知している 必　須

②基準をもった給与体系が適正に運用されている 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

10　職場環境・多様な働き方の改善◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

①休暇取得促進や労働時間短縮のための職場会議（検討会議）を開催している 必　須

②休暇取得促進や労働時間短縮の取組を実施している 必　須

③休暇取得促進や労働時間短縮のための取組内容を職員に周知し、活用を促進している必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

12　職員の福利厚生制度 ◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

13　育児・介護を両立できる取組①育児・介護を両立させるための具体的な取組がある（育児休暇、看護休暇、介護休暇、子育て休暇など）必　須

②育児・介護を両立させるための取組を実施し、管理している 必　須

③育児・介護を両立させるための取組を職員に周知している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

14　健康管理に関する取組 ①健康管理に関する職場会議（検討会議）を開催している 必　須

②健康管理に関する取組を実施し、管理している 必　須

③健康管理に関する取組を職員に周知している 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

15　地域交流事業の取組 ①地域や学校等との交流事業を実施している 必　須

②施設見学、ボランティア受入、職場体験、実習等の受入を行っている 必　須

◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目

16　地域貢献・地域公益活動の取組◆より進んだ取組・モデル的な取組事例がある 評価・PR項目
他

認

証
17　他制度での認証・認定状況 ①第三者評価の受審ほか、他制度での認証・認定を受けている 評価・PR項目

18　関係法令の遵守 ①関係法令を遵守することを誓約している 必　須

②行政指導監査等における指摘事項等（過去３年間、口頭指導は除く）がない、又は改善の取組を実施している必　須

11　休暇制度・労働時間縮減の取組
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８　人材育成を目的とした面談・ 評価

制度の実施





【お問い合わせ先】

◇岡山県福祉・介護人材確保対策推進協議会

社会福祉法人 岡山県社会福祉協議会（岡山県福祉人材センター）

〒７００－０８０７

岡山市北区南方２丁目１３－１

岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館「きらめきプラザ」内

ＴＥＬ：０８６－２２６－３５０７

ＦＡＸ：０８６－８０１－９１９０

◇本協議会ホームページ「おかやまフクシ・カイゴＷＥＢ」

https://www.okayama -fukushikaigo.jp/

※本事業は、岡山県から受託して実施しています。


